
平成２７年１月度 日の里９丁目組長会議事録  H27.1.11(日)19:00～20:30 

出席者  24 名  欠席者 3 名 

 

◎町内会長年頭挨拶 

 

１．会則の一部改訂について 

  「日の里 9 丁目町内会会則第５条 3」(組長の任期を 1 年から再任可、但し再任は２回

までとする件)、「細則の弔慰金を改訂する件」については、いずれも承認された。な

お、平成２７年３月の「町内会総会」に提案し、承認を得る予定。 

  * 組員の高齢化、減少などにより「組」として運営が困難となっている所もあり、

今後組替え(隣の組との統合も含む)など必要と考える。町内会として検討してほしい。

------------難しい問題だ。新組長で具体的な議論をしていければと思う。引き続き検討

する。 

２．平成２７年度への準備 

 (1)２７年度組長予定者の名簿報告 

  * 27 年度町内会会長の件について、浦副会長から発言。 

   「町内会会則第７条(1)町内会会長の任期は３年とする。」となっている。 

   今川会長は、次年度で３年目となるので 27 年度も今川会長にお願いしたい。 

   -----------------了承。 

 (2)２６年度実績見込み及び２７年度予算案の提出状況確認 

   教育文化部、健康福祉部は提出済み。未提出の所は、早めに提出をお願いします。 

 (3)２７年度青少年育成会員 2 名を教育文化部より選出して頂く件の確認 

   * ほぼ決まっているので、近日中に連絡する。-------教育文化部長 

(4) 次期組長への業務説明内容について、組長各位へ確認をお願いしておりましたが、ご

意見の提示が無かったので、前回説明資料をベースに取り纏めのこととします。 

  * 了承。 

(5)第４０回日の里まつりへの組長各位のご意見集約について。 

  ○ 9 丁目としての意見 

    * 開催場所--------駅前広場とする。 

    * ステージ--------向きを山側とする。(高層アパートと反対側) 

        * パレード--------参加する人(子供会など)の意見を聞いて、パレードの方法を検

討する。 

    * 開催期間--------1.5 日とする。 

    *  まつり開始合図の花火は打ち上げる。 

   

２．日の里コミュニティ運営協議会報告 

◎会長年頭挨拶 

 日の里が元気を取り戻せるように「まちづくり計画」を皆さんと力を併せて推進する。 

A：協議事項 

１）平成 27 年度新春の集い（1 月 18 日）予算（案）について→原案通り承認 

２）平成 27 年度予算書作成指針について→原案通り承認 

収入：前年並み 



支出：:効率的運用に努める。 

まちづくり計画の答申へ配慮する。 

高齢者生きがい事業費の上限額を設定する。  他 

３）市長との「ふれあい座談会［1 月 27 日（火）10～12 時］テーマ 

→まちづくり計画他とすること承認 

 

B：報告事項 

１）副会長報告 

①平成２７年度構成団体代表者会議開催［３月２０日（金）］ 

２）各部会報告 

①教育文化部会 

  ・陶芸教室（第１回）：１月１０日（土）コミセン第一研修室 10:00～12:00 

②健康福祉部 

 ・救急救命講習会：２月８日(日) コミセンにて 

 ③生活環境部会 

・12 月実施の夜間防犯・防火パトロールへの参加（総勢 115 名）御礼 

・27 年度部会活動方針・事業計画検討 

④広報部会 

・１月号（会長挨拶、歳末防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、ふれあい昼食会、空地空家の状況他）： 

１２月２６日配付 

・2 月号                     ：1 月 28 日配付予定 

３）事務局長報告 

 ①赤間宿まつり（２月２１日～２２日）へ出店依頼あり、日の里より２団体出店。 

②宗像ユリックスより「いきいき出前コンサート」への協力依頼あり、対応予定。 

Ｃ．連絡事項 

①事務局職員の募集開始時期について（１月６日より、締切１月３１日） 

②世界遺産登録活動推進のための「外尾悦郎後援会開催」 

2 月 14 日（土）14:00～15:30 ユリックスにて 

 ③団地再生・まちづくりアンケート回収委託料の支払いについて 

  ９丁目：３９７件 ３１，７６０円、 支払日：１月１３日（火）１０時より 

 ④コミュニティ各部・構成団体へ平成２７年度予算書作成依頼（提出締切２月８日（日） 

 ⑤日の里地区幹線道路照明の LED 灯取替工事（添付資料参照） 

                         

３．各部報告 

(1)総務部 

    * 27 年度組長予定者の名簿で、修正などがあれば連絡願います。 

(2)会計 

  なし 

(3)文書配布 

  なし 

(4)教育文化部 

  なし 



(5)健康福祉部 

  ○ 11 号公園に設置されている物置について 

     設置の可否について市と協議した。その結果、新規の物置については安全上の

問題もあるので許可をしていない。なお、すでに設置されているものは過去の経

緯も不明なので、そのまま利用してもらって良い。ただし、市が認めているもの

ではない。 

    * 既存の物置については、町内会として保険に入るか検討する。(11 号公園に設

置した場合、利用者にとっては不便だが公民館敷地内に設置する場合について

検討) 

    * 保険金額について調べる。  

    ○ グラウンドコルフの用品は購入し、グラウンドゴルフの会へ渡している。 

   ○ 車椅子はまだ購入していないので、至急購入手続きをする。 

(6)生活環境部 

    ○ 年末の防犯パトロール、有難うございました。 

  ○ 一斉清掃の場所の見直しについては、継続協議とする。 

(7)公民館 

  椅子は 1 月中に購入する。 

  なお、古い椅子は必要とする人、機関があれば譲渡する。なければ廃棄処分する。 

(8)その他 

①次期組長への組長業務説明会：１月 18 日（日）19:00 より ９丁目公民館ホールにて 

②新年度役員決め：２月８日（日） 19:00 より ９丁目公民館ホールにて 

③次回組長会：２月１５日（日）19:00 より ９丁目公民館ホールにて 

④新旧組長会・業務引継：3 月１５日（日）11:00～ 

⑤９丁目総会：３月２２日（日）10:00～ 

⑥分別収集日：１月２４日（土） 

                                  以上 


